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３ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について  
 

１ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書等の提出について 

   

令和３年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する場

合の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（体制届）及び介護職員処遇改善計

画書・介護職員等特定処遇改善計画書等の提出期限に関する岡山市の取扱いは、次の

通りです。 

 

(1) 体制届 

ア 提出期限 

    令和３年４月１５日（木） （入所型サービス以外） 

    令和３年４月１５日（木） （入所型サービス※） 

    ※入所型サービスには、介護保険施設のほか、短期入所、特定施設入居者生活介

護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含みます。 

 

  イ 提出を要する事業者 

   ⅰ 今年度から新たに当該加算を算定 

   ⅱ 前年度と異なる加算区分を算定 

   ⅲ 今年度から加算算定を中止 

 

 (2) 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 

  ア 提出期限 

    令和３年４月１５日（木） 

 

  イ 提出を要する事業者 

    当該加算を算定する全ての事業者 

 

  ウ 提出書類 

    介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 

    ※令和２年度から介護職員処遇改善計画書と介護職員等特定処遇改善計画書の

様式が統合されています。なお、就業規則・給与規程・労働保険関係書類等の

添付書類の提出は不要です。 

 

 

２ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について 
 

 (1) 令和２年度に当該加算を算定している事業者は、令和３年７月３１日（土）まで

に、実績報告書を提出すること。 

 

  (2) 記入例を参考にして作成すること。 
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  (3) 別紙様式３－１の２①「令和２年度分の加算の総額」には、令和２年４月～令和

３年３月サービス提供分までの加算総額（利用者負担額を含む）を記入する。 

      また、国保連における令和２年５月から令和３年４月審査分までの加算総額（利

用者負担額を含む）を記入することになるので、令和３年３月サービス提供分の月

遅れ請求分は含まない。逆に、令和２年３月サービス提供分の月遅れ請求分は含め

ることになる。 

     ＜国保連から通知されている金額を足し上げること。＞ ※１※２ 

    

  (4) 実績報告で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回った場合、

加算の算定要件を満たしていないため、全額返還となる。（差額の返還ではない。） 

  また、実績報告を提出しない場合も全額返還となるので、必ず期限までに提出す

ること。 

 

  (5) 仮に現時点で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回っている

場合は、一時金や賞与として追加支給すること。 

 

   ※１ 国保連から通知されている金額には、保険給付分の利用者負担額は含まれてい

るが、区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額は含まれていないため、

区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を利用者から徴収している場合

は、その金額を合算すること。 

 

※２ 総合事業の処遇改善加算を算定している場合は、岡山市の通知の金額も足して

記入すること。 
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令和２年１１月２０日

令和元年度における施設従事者等による虐待の状況について

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律及び児童福祉法に基づき、令和元年度におけ

る施設従事者等による虐待の状況等について、次のとおり公表する。

１ 障害者福祉施設

県内の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事実確認件数 ２件

《上記の詳細》

性 別 男性(１人) 男性(１人)被

虐

待 年齢階級 55～59歳 45～49歳
者

の

状
障害種別 知的障害 身体障害況

虐待の類型 身体的虐待 身体的虐待

施設等の種別 生活介護 施設入所支援

虐待を行った 生活支援員 生活支援員従事者等の職
種 (１人) (１人)

再発防止に向 再発防止に向
虐待に対して けた職員の研 けた職員の研
採った措置 修の実施等を 修の実施等を

指導 指導

（参考）令和元年度 障害者虐待の通報・届出とその確認の状況 （単位：件）

障害者福祉施設 養護者による従事者等による 計 備 考虐待虐待

通報・届出件数 ２９ ８２ １１１

うち障害者虐待 ２ ３６ ３８

区 身体的虐待 ２ １６ １８

分 性的虐待 ０ １ １

別 心理的虐待 ０ １８ １８

内 放棄・放置 ０ １５ １５

訳 経済的虐待 ０ １５ １５

※区分別内訳には重複がある。
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２ 養介護施設

県内の養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実確認件数 １０件

《上記の詳細》

被 性 別 男性(１人) 女性(１人) 女性(１人) 男性(１人) 女性(１人)
虐

待

者 年齢階級 65歳未満 95～99歳 85～89歳 75～79歳 85～89歳

の

状 要 介 護 要介護３ 要介護４ 要介護３ 要介護１ 要介護３況 状 態

身体的虐待虐待の類型 身体的虐待 身体的虐待 身体的虐待 身体的虐待心理的虐待

介護老人保健 特別養護老人 認知症対応型 認知症対応型 認知症対応型施設等の種別 施設 ホーム 共同生活介護 共同生活介護 共同生活介護

虐待を行った 看護職員 介護職員 介護職員 介護職員 介護職員従事者等の職
種 (１人) (３人) (１人) （１人） (１人)

再発防止に向 再発防止に向 再発防止に向 利用者ごとの 身体拘束は緊
虐待に対して けた職員の研 けた職員の研 けた職員の研 適切な処遇や 急やむを得な
採った措置 修の実施等を 修の実施等を 修の実施や適 発生時の速や い場合を除き

指導 指導 切な記録の作 かな対応の周 行わないこと
成等を指導 知徹底を指導 等を指導

被 男性（３人）性 別 男性(１人) 女性(１人) 女性(１人) 女性(１人)女性（10人）虐
65～69歳(1人)待 70～74歳(1人)

者 75～79歳(2人)年齢階級 75～79歳 85～89歳 90～94歳 80～84歳85～89歳(3人)の 90～94歳(4人)
状 95～99歳(2人)

況 要 介 護 要介護３(4人)要介護１ 要介護１ 要介護４ 要介護４要介護４(7人)状 態 要介護５(2人)

身体的虐待 身体的虐待虐待の類型 心理的虐待 身体的虐待 心理的虐待心理的虐待 心理的虐待

介護付有料 認知症対応型 特別養護老人 短期入所生活 認知症対応型施設等の種別 老人ホーム 共同生活介護 ホーム 介護 共同生活介護

虐待を行った 介護職員 介護職員 介護職員 介護職員 介護職員従事者等の職
種 (１人) (１人) (２２人) (１人) (１人)

再発防止に向 再発防止に向 ・介護保険法 再発防止に向 再発防止に向
虐待に対して けた職員の研 けた職員の研 に基づく処分 けた職員の研 けた職員の研
採った措置 修の実施等を 修の実施等を ・入所者の立 修の実施等を 修の実施等を

指導 指導 場に立ったサ 指導 指導
―ビス提供等
を勧告
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（参考）令和元年度 高齢者虐待の通報・届出とその確認の状況 （単位：件）

養介護施設従 養護者による事者等による 計 備 考虐待虐待

通報・届出件数 ３７ ５１３ ５５０

うち高齢者虐待 １０ ２７１ ２８１

区 身体的虐待 ８ １８５ １９３

分 放棄・放任 ０ ６３ ６３

別 心理的虐待 ５ １１０ １１５

内 性的虐待 ０ ２ ２

訳 経済的虐待 ０ ６１ ６１

※区分別内訳には重複がある。

３ 社会的養護関係施設等

県所管の社会的養護関係施設等の従事者等による被措置児童等虐待の事実確認件数

０件
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